
 
１．履修許可された授業科目、時間、担当者以外の科目は

受験できない。 
 
２．学生証を所持しない者は受験できない。 
 
３．受験の際は、必ず机上に学生証を提示しておかなけれ

ばならない。 
 
４．試験開始後３０分以上遅刻した者は、試験室に入室で

きない。また、途中退室は認めない。試験終了後も試

験監督者の許可が出るまで席を立たないこと。 
 
５．教科書、ノート、辞書等は机上に置いてはならない。

ただし、あらかじめ許可されたものはこの限りでない。 
 
６．配付された試験用紙はすべて提出し、試験室から持ち

出してはならない。用紙の持ち出しは不正行為とみな

す。 
 
７．試験時間中は、携帯電話・スマートフォンやスマート

ウォッチなどのウェアラブル端末の電源は切っておく

こと。机・椅子に置いたり、身に付けたりしているだ

けで不正行為とみなす。 
 
８．その他定められた指示に従うこと。 
 
９．一切の不正行為を厳禁する。不正行為をした者は学生

懲戒規定第１２条により処分する。 

 
以 上  

受験上の注意事項  


